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(57)【要約】
【課題】携帯機器、プリンタが直接接続された環境で、
携帯機器の低消費電力を損なうことなく、ＰＣを使わず
に上記のレイアウト・編集・プレビューによる確認等を
簡単な作業で行えるようにすること目的とする。
【解決手段】通信部２０と表示部２２と画像処理部２５
とを具備した携帯電話２と、通信部１４とプレビュー画
像生成部１７とを具備したプリンタ１と、を含む情報処
理システムにおいて、画像処理部２５により生成された
データを、通信部２０でプリンタ１に送信し、前記デー
タに基づき、プレビュー画像生成部１７により、プレビ
ュー画像データを生成し、通信部１４により携帯電話２
に送信するようにした。これにより、携帯電話２は、自
動的にプレビュー画像を受信可能となり、印刷イメージ
を携帯機器２で確認できるようになる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段と入力手段とを具備した携帯情報装置と、プレビュー画像生成部及び画像選択
処理プログラムの少なくともいずれかを具備したプリンタと、を含むことを特徴とする情
報処理システム。
【請求項２】
　第１の通信手段と表示手段とデータ生成手段とを具備した第１の情報処理装置と、第２
の通信手段とプレビュー画像生成手段とを具備した第２の情報処理装置と、を含む情報処
理システムであって、
　前記データ生成手段により生成されたデータを、第１の通信手段で前記第２の情報処理
装置に送信し、前記データに基づき、前記プレビュー画像生成手段により、プレビュー画
像データを生成し、前記第２の通信手段により前記第１の情報処理装置に送信することを
特徴とする情報処理システム。
【請求項３】
　第１の通信手段と表示手段とデータ生成手段と第１の記憶手段と第１の制御手段とを具
備した第１の情報処理装置と、第２の通信手段と第２の記憶手段とを具備した第２の情報
処理装置と、を含む情報処理システムであって、
　前記データ生成手段により生成されたデータを、前記第１の通信手段で前記第２の情報
処理装置に送信し、前記第２の情報処理装置は、前記データを前記第２の通信手段により
受信し、前記データの受信に呼応して、前記第２の記憶手段に記憶されているプログラム
を、前記第２の通信手段で前記第１の情報処理装置に送信し、前記第１の情報処理装置は
、前記プログラムを、前記第１の記憶手段に格納することを特徴とする情報処理システム
。
【請求項４】
　前記第１の記憶手段は、前記第１の制御手段に具備された内蔵ＲＡＭであることを特徴
とする請求項３に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　当該情報処理システムは、第１の通信手段と表示手段とデータ生成手段と第１の制御手
段とを具備した第１の情報処理装置と、第２の通信手段とプレビュー画像生成手段とを具
備した第２の情報処理装置と、を含み、
　前記データ生成手段により生成されたデータを、第１の通信手段で前記第２の情報処理
装置に送信し、前記データに基づき、前記プレビュー画像生成手段により、プレビュー画
像データを生成し、前記第２の通信手段により前記第１の情報処理装置に送信し、前記プ
レビュー画像データを元に、前記第１の制御手段の制御により、ズーム画像データを生成
し、前記表示手段に前記ズーム画像データを表示することを特徴とする請求項１又は２に
記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記第１の制御手段は、前記ズーム画像データを生成すると共に、ズーム比率を含む属
性情報を生成し、前記属性情報を、前記第１の通信手段により、前記第２の情報処理装置
に送信することを特徴とする請求項５に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　当該情報処理システムは、第１の通信手段と表示手段とデータ生成手段とを具備した第
１の情報処理装置と、着脱可能な記憶媒体と、第２の通信手段とプレビュー画像生成手段
とを具備した第２の情報処理装置と、を含み、
　前記データ生成手段により生成されたデータを、前記記憶媒体に記憶し、前記データが
記憶された記憶媒体を、前記第２の情報処理装置に装着可能とし、前記データに基づき、
前記プレビュー画像生成手段により、プレビュー画像データを生成し、前記第２の通信手
段により前記第１の情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１又は２に記載の情
報処理システム。
【請求項８】
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　第１の通信手段と記憶手段とを具備した第１の情報処理装置と、着脱可能な記憶媒体と
、第２の通信手段を具備した第２の情報処理装置と、を含む情報処理システムであって、
　前記記憶手段に記憶されているアドレス情報を、前記記憶媒体に記憶する記憶制御手段
を更に有し、
　前記アドレス情報が記憶された記憶媒体を、前記第２の情報処理装置に装着可能とし、
前記アドレス情報に基づき、前記第２の通信手段により前記第１の情報処理装置を特定す
ることを特徴とする情報処理システム。
【請求項９】
　前記第２の情報処理装置は履歴情報記憶部を具備し、前記データと共に前記プレビュー
画像を履歴情報として前記履歴情報記憶部に記憶していることを特徴とする請求項２又は
３に記載の情報処理システム。
【請求項１０】
　電子メール受信手段と電子メールに添付されたデータを記憶する記憶手段と第１の通信
手段とを具備した第１の情報処理装置と、第２の通信手段を具備した第２の情報処理装置
と、を含む情報処理システムであって、
　前記データが前記電子メールに添付されていることを検出する検出手段を更に有し、
　前記検出手段の検出結果により、前記第２の情報処理装置に関連した処理を実行するこ
とを特徴とする情報処理システム。
【請求項１１】
　第１の情報処理装置は入力手段を具備し、前記入力手段を操作することにより、第１の
通信手段の処理により、前記データを第２の情報処理装置に送信することを特徴とする請
求項１０に記載の情報処理システム。
【請求項１２】
　前記第２の情報処理装置が、前記データを受信したことに呼応して、プレビュー画像を
送信することを特徴とする請求項１０に記載の情報処理システム。
【請求項１３】
　当該情報処理システムは、データを送受信する第１の通信手段を具備した第１の情報処
理装置と、プレビュー画像作成手段と第２の通信手段とを具備した第２の情報処理装置と
、を含み、
　前記データを前記第１の通信手段を用いて、前記第２の情報処理装置に送信し、前記第
２の情報処理装置は第２の通信手段を用いて、前記データを受信し、前記データの受信に
呼応して、前記データに基づく表現エリアに加えて、文章入力エリアを割り付けたプレビ
ュー画像を前記プレビュー画像作成手段により生成することを特徴とする請求項１～３の
いずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項１４】
　前記データは画像データであり、前記プレビュー画像は複数枚の画像データに基づくプ
レビュー画像であることを特徴とする請求項１３に記載の情報処理システム。
【請求項１５】
　第１の通信手段と表示手段とデータ生成手段とを具備した第１の情報処理装置と、第２
の通信手段とプレビュー画像生成手段と定型文を記憶した記憶手段とを具備した第２の情
報処理装置と、を含む情報処理システムであって、
　前記データ生成手段により生成されたデータを、前記第１の通信手段で前記第２の情報
処理装置に送信し、前記第２の情報処理装置は、前記データ受信に呼応して、前記プレビ
ュー画像生成手段により、プレビュー画像データを生成し、前記プレビュー画像と共に前
記定型文を、前記第２の通信手段により前記第１の情報処理装置に送信することを特徴と
する請求項１又は２に記載の情報処理システム。
【請求項１６】
　第１の通信手段と表示手段とデータ生成手段とを具備した第１の情報処理装置と、第２
の通信手段とプレビュー画像生成手段と住所録を記憶した記憶手段とを具備した第２の情
報処理装置と、を含む情報処理システムであって、
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　前記データ生成手段により生成されたデータを、前記第１の通信手段で前記第２の情報
処理装置に送信し、前記第２の情報処理装置は、前記データ受信に呼応して、前記プレビ
ュー画像生成手段により、プレビュー画像データを生成し、前記プレビュー画像と共に前
記住所録を、前記第２の通信手段により前記第１の情報処理装置に送信することを特徴と
する請求項１又は２に記載の情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データを撮像、通信等により取得が可能な携帯端末と、画像データを印
刷するプリンタとで構成された情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末の発展は著しく、特に携帯電話が多数市場に出回っている。携帯電話は
、近年通常の音声による通話だけでなく、電子メールの送受信機能、カメラによる静止画
像、動画像の撮像機能等を備えている。
【０００３】
　図１６は携帯電話の使われ方を示すイメージ図である。図１６において、携帯電話２は
音声通話機能、電子メール送受信機能、カメラによる撮像機能を具備しており、携帯電話
回線網９０を介して、他の携帯電話９１と音声通話、電子メールの送受信や撮像画像の送
受信を行う事ができる。
【０００４】
　また携帯電話２は、携帯電話回線網９０に接続されたインターネット９２を経由して、
サーバ９３に接続し、ニュース情報等を取得できると共に、インターネット９２を経由し
て、ＰＣ９４と電子メール等の情報送受信を行う事ができる。
【０００５】
　また携帯電話２は、無線通信の標準規格である無線ＬＡＮやＢｌｕｅＴｏｏｔｈ規格に
基づいた通信方法や、ＬＡＮやＵＳＢ等の有線通信規格に基づいた通信方法により、プリ
ンタ１、ＰＣ９４と電子メールデータや撮影画像データの送受信を行う事ができる。
【０００６】
　上記携帯電話２からプリンタ１に直接印刷する場合の先行技術として、特許文献１では
、携帯電話等の記録媒体に記憶されている画像を選択し、選択した画像を所定の出力仕様
、用紙サイズ等を指定して、プリンタに出力するようにしている技術が開示されている。
また、特許文献２では、携帯電話等の画像送信装置が、複数の画像を画像の性質を示すパ
ラメータ毎に分類して、パラメータに基づいたディレクトリを生成し、画像受信装置で画
像を選択しやすくしている技術が開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特開平１１-４６３３１号公報
【特許文献２】特開２００１-２３０９９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら上記従来技術は、印刷する前に出力仕様を指定することや、複数の画像を
送信するときに、受信側で画像を選択することを容易にする為の先行技術である。この技
術においては、所定のレイアウトや、画像編集を行った後、印刷結果がどのような出力に
なるかを確認するプレビュー画像を得る為には、携帯機器に記憶されている画像データを
一旦、パーソナルコンピュータ（以下ＰＣと呼ぶ）に送信する。その後、ＰＣでレイアウ
ト・編集作業を行った後、ＰＣ内にあるドライバソフトによりプレビュー画像を作成して
、ＰＣの表示画面に表示し、確認後、プリンタに印刷指示する。
【０００９】
　ただ、ＰＣを用いて、携帯機器内にある画像をレイアウト・編集やプレビュー画像によ
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る確認等をする場合、一般家庭では、通常電源ＯＦＦされているＰＣを立ち上げ、携帯機
器から画像データを取得する。その後、編集する為のソフトウェアを立ち上げ、プレビュ
ー画像を確認しながら、レイアウト、編集を行った後、印刷指示し画像の印刷を行う。こ
の作業ははなはだ面倒な作業である。
【００１０】
　第２の方法として考えられるのは、携帯機器内に、レイアウト・編集機能や、プレビュ
ー画像作成する機能を具備する方法である。しかし、携帯電話等では、低消費電力である
ことが重要な製品要素であり、前記した機能を携帯電話等に具備すると、高速で処理する
必要が生じて、低消費電力を実現できなくなってしまう。
【００１１】
　また印刷の為のプログラムをすべて携帯電話に記憶するようにしておくと、プログラム
を記憶するＥＥＰＲＯＭ等の素子を大容量にしなければならず、携帯電話のコストアップ
となってしまう。
【００１２】
　本発明は係る実情に鑑みて、携帯機器、プリンタが直接接続された環境で、携帯機器の
低消費電力を損なうことなく、ＰＣを使わずに上記のレイアウト・編集・プレビューによ
る確認等を簡単な作業で行えることを第１の目的としている。また本発明では、印刷用の
プログラムを常時携帯電話に記憶していなくても、印刷処理上支障のないシステムの提供
を第２の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の情報処理システムは、表示手段と入力手段とを具備した携帯情報装置と、プレ
ビュー画像生成部及び画像選択処理プログラムの少なくともいずれかを具備したプリンタ
と、を含むことを特徴とする。
　また、本発明の情報処理システムは、第１の通信手段と表示手段とデータ生成手段とを
具備した第１の情報処理装置と、第２の通信手段とプレビュー画像生成手段とを具備した
第２の情報処理装置と、を含む情報処理システムであって、前記データ生成手段により生
成されたデータを、第１の通信手段で前記第２の情報処理装置に送信し、前記データに基
づき、前記プレビュー画像生成手段により、プレビュー画像データを生成し、前記第２の
通信手段により前記第１の情報処理装置に送信することを特徴とする。
　また、本発明の情報処理システムは、第１の通信手段と表示手段とデータ生成手段と第
１の記憶手段と第１の制御手段とを具備した第１の情報処理装置と、第２の通信手段と第
２の記憶手段とを具備した第２の情報処理装置と、を含む情報処理システムであって、前
記データ生成手段により生成されたデータを、前記第１の通信手段で前記第２の情報処理
装置に送信し、前記第２の情報処理装置は、前記データを前記第２の通信手段により受信
し、前記データの受信に呼応して、前記第２の記憶手段に記憶されているプログラムを、
前記第２の通信手段で前記第１の情報処理装置に送信し、前記第１の情報処理装置は、前
記プログラムを、前記第１の記憶手段に格納することを特徴とする。
　また、本発明の情報処理システムは、第１の通信手段と記憶手段とを具備した第１の情
報処理装置と、着脱可能な記憶媒体と、第２の通信手段を具備した第２の情報処理装置と
、を含む情報処理システムであって、前記記憶手段に記憶されているアドレス情報を、前
記記憶媒体に記憶する記憶制御手段を更に有し、前記アドレス情報が記憶された記憶媒体
を、前記第２の情報処理装置に装着可能とし、前記アドレス情報に基づき、前記第２の通
信手段により前記第１の情報処理装置を特定することを特徴とする。
　また、本発明の情報処理システムは、電子メール受信手段と電子メールに添付されたデ
ータを記憶する記憶手段と第１の通信手段とを具備した第１の情報処理装置と、第２の通
信手段を具備した第２の情報処理装置と、を含む情報処理システムであって、前記データ
が前記電子メールに添付されていることを検出する検出手段を更に有し、前記検出手段の
検出結果により、前記第２の情報処理装置に関連した処理を実行することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１４】
　本発明においては、携帯電話等のキーボードを具備した携帯機器から、撮影画像データ
等をプリンタに送信することにより、自動的にプレビュー画像を受信可能である。このた
め、印刷イメージを、携帯機器で確認できる効果がある。
　また、携帯機器から、撮影画像データ等をプリンタに送信することにより、自動的に画
像印刷に関するプログラムを受信可能である。このため、印刷処理する時のみ印刷に関す
るプログラムを携帯機器に記憶して、携帯機器のメモリ領域を他の処理用プログラムと共
用できるので、メモリを節約できる効果がある。
　また、撮影画像データ等をプリンタに送信することにより、アルバム印刷のレイアウト
や絵葉書印刷のレイアウトでのプレビュー画像を自動的に受信可能である。このため、簡
単なキー操作で、文章入力やレイアウト変更等の編集処理を実施でき、編集のたびにプレ
ビュー画像により印刷イメージを携帯機器で確認できる効果がある。
　また、プレビュー画像を携帯機器に送信する際に、定型文や住所録を一緒に携帯機器に
送信可能である。このため、携帯機器で行う編集処理を簡単にできる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（第１の実施の形態）
　以下、図面に基づき、本発明の第１の実施の形態を説明する。本実施形態は、携帯電話
２とプリンタ１との間でＢｌｕｅＴｏｏｔｈ規格に基づいた無線通信により、情報交換し
、図３（ｂ）～（ｅ）に示すようなプレビュー画像を生成する実施形態を説明する。
【００１６】
　図２は携帯電話２の外観図である。図２において、５０はカラーＬＣＤ技術を用いた表
示器であり、写真撮影した画像のカラー表示や、電子メール作成時の文章の表示、及びプ
リンタから受信したサムネイル画像やプレビュー画像の表示等を行う。
【００１７】
　５１はテンキーボード（キーボード）であり、電話番号の入力や、電子メール作成時の
文字を入力する。５２はカーソルキーであり、メール作成時のカーソル移動や、文字列選
択、表示メッセージの選択等に使用される。
【００１８】
　５３は画像選択キーであり、複数のサムネイル画像から、特定画像を選択する際に使用
される。５４は決定キーであり、メール作成時の文字列決定や、表示メッセージ選択時の
決定等に使用される。５５はシャッターであり、写真撮影時にシャッターとして使用され
る。５６は送信キーであり、画像データをプリンタに送信する際等に使用される。
【００１９】
　５７は通話時のスピーカ、５８は通話時のマイクである。２６はアンテナ、２４はカメ
ラユニットである。
【００２０】
　図１は、図２と共に外観を説明した携帯電話２（本発明でいう第１の情報処理装置を含
む）と、プリンタ１（本発明でいう第２の情報処理装置を含む）とからなるシステム（情
報処理システム）を示すブロック図である。本図に示すシステムは、携帯電話２及びプリ
ンタ１とがＢｌｕｅＴｏｏｔｈ規格での無線通信が可能なシステムである。
【００２１】
　図１において、プリンタ１に含まれるプリントエンジン１０は、カラーインクジェット
印刷技術を用いた印刷エンジン部である。インクジェットヘッド、キャリッジ移動機構、
紙送り機構、回復機構等により構成されている。
【００２２】
　なお、本実施形態では、携帯電話２からの画像データに基づいた印刷が可能なプリンタ
としているが、携帯電話の指令により、電子メールを印刷してもよく、また、パソコン（
ＰＣ）やサーバと接続することにより、文章や作表書類を印刷できるようにしてもよい。
【００２３】
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　印刷制御部１１は上記プリントエンジン１０に印刷信号を供給し、キャリッジ移動機構
や紙送り機構に含まれる、モータへの通電信号等を供給する。
【００２４】
　１４は通信部であり、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈの無線通信規格に従い、携帯電話２から送ら
れてきた画像データを受信し、また携帯電話２へ生成したプレビュー画像（プレビュー画
像データ）等を送信する。なお、通信部１４は、本発明でいう第２の通信手段に対応する
ものである。
【００２５】
　１５は通信管理部であり、携帯電話２とのコミュニケーションを制御する。コミュニケ
ーションの手順については、図４のフローチャートと共に後述する。
【００２６】
　１２は画像記憶部であり、通信管理部１５の制御により、受信した画像データや、印刷
画像データ等を記憶する。１６は印刷画像処理部であり、携帯電話２から画像データが送
られてきた際に、プリントエンジン１０に即した印刷画像を生成する。作成された印刷画
像データは画像番号等の属性と共に、上述した画像記憶部１２に記憶される。
【００２７】
　１７はプレビュー画像生成部であり、画像記憶部１２に記憶された印刷画像データから
、携帯電話２の表示ドット数や、色階調に合わせたプレビュー画像を生成する。１８は輪
郭強調処理部であり、画像記憶部１２に記憶された印刷画像データから、色調の変化や、
輪郭線の生成により、輪郭部を抽出し強調した印刷画像データを生成している。１９はサ
ムネイル画像生成部であり、画像記憶部１２に記憶された印刷画像データから、携帯電話
２の表示部２２に複数枚のサムネイル画像を、図３（ａ）のように表示できるように生成
する。なお、プレビュー画像生成部１７、輪郭強調処理部１８、及びサムネイル画像生成
部１９の少なくとも１つは、本発明でいうプレビュー画像生成手段に対応するものである
。
【００２８】
　１３は画像選択処理プログラムであり、画像印刷処理する際、携帯電話２に送信される
制御プログラムである。なお、画像選択処理プログラム１３は、本発明でいう画像選択処
理プログラムに対応するものである。また、この画像選択処理プログラム１３は、不図示
の記憶手段に記憶されており、該記憶手段は、本発明でいう第２の記憶手段に対応する。
【００２９】
　携帯電話２に含まれる電話回線・通信部２７は、電話通話機能としての通信部であり、
音声通話時にアンテナ２６から電波を発して通話を行う。また他の携帯電話とメール送受
信する際は、メールアドレスと共に文章データに基づき無線で、文章データの送受信を行
う。
【００３０】
　２８は音声処理部であり、音声通話の処理を行う。２９はＣＰＵであり、携帯電話２全
体の処理を行うと共に、メール機能を提供したり、表示画像生成プログラム３０により撮
影画像から表示画像の生成をしたりする。更に、ＣＰＵ２９は、プリンタ１から受信する
画像選択処理プログラム３１の制御により、印刷する画像を選択する処理、学習プログラ
ム３２による学習処理等を行う。
【００３１】
　上述の画像選択処理プログラム３１は、本実施形態の特徴的なプログラムであり、プレ
ビュー画像を見ながら印刷する画像を選択するプログラムである。なお、ＣＰＵ２９で処
理される画像選択の処理手順は図４のフローチャートと共に後述する。
【００３２】
　２２は表示部であり、図２で示す表示器５０と表示器５０を駆動する駆動回路等で構成
されている。２３は入力部であり、図２に示したテンキーボード５１、カーソルキー５２
、画像選択キー５３、決定キー５４、シャッター５５、及び送信キー５６を含んでいる。
なお、表示部２２は、本発明でいう表示手段に対応するものであり、入力部２３は、本発
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明でいう入力手段に対応するものである。
【００３３】
　２４はカメラ部であり、図２に示す位置に具備され、レンズ機構や光電変換素子である
ＣＣＤ等で構成されている。２５は画像処理部であり、シャッター５５を押した時に、撮
像処理をカメラ部２４により行わせ、光電変換されたイメージデータを元に、画像処理や
データ圧縮処理等を行う。なお、画像処理部２５等を含む画像データを生成する構成は、
本発明でいうデータ生成手段に対応するものである。
【００３４】
　メモリ３３は、書き込み、読み出しがランダムアクセス可能な、フラッシュメモリやＲ
ＡＭ等の半導体メモリである。記憶される情報として、アドレス帳記憶部３４にメールア
ドレスや電話番号を、名前と共に記憶する。メール記憶部３５に受信、送信した電子メー
ルを記憶する。画像記憶部３６に、カメラ部２４を用いて撮像した画像、画像処理部２５
で加工処理した画像データ、プリンタから送られてくるサムネイル画像やプレビュー画像
等を記憶する。メール用予測辞書記憶部３７に、電子メール作成時の文章作成の補助とな
る予測辞書を記憶する。仮名漢字変換辞書３９は、文章入力時カーソルキー５２を押した
ときに仮名漢字変換する辞書を記憶している。
【００３５】
　２０は通信部であり、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈの無線通信規格に従い、プリンタ１へ送る画
像データを送信し、またプリンタ１からのプレビュー画像等を受信する。なお、通信部２
０は、本発明でいう第１の通信手段に対応するものである。
【００３６】
　２１は通信管理部であり、プリンタとのコミュニケーションを制御する。コミュニケー
ション手順については、図４のフローチャートと共に後述する。なお、図１のブロック図
において、電源回路やクロック発生回路は記載していないが、当然必要な構成要素である
。
【００３７】
　以上図１と共に説明した、携帯電話２及びプリンタ１において、印刷画像を選択する例
を図３を用いて説明する。
【００３８】
　携帯電話２で撮影した画像データを、プリンタ１に送信すると、プリンタ１は画像デー
タの受信に呼応して、プレビュー画像生成部１７及びサムネイル画像生成部１９により、
プレビュー画像及びサムネイル画像を生成し、通信部１４により携帯電話２に送信する。
【００３９】
　携帯電話２は受信したサムネイル画像を図３（ａ）のように表示し、ユーザは入力部２
３に配設されている図２に示した画像選択キー５３を押した後、カーソルキー５２の選択
により、表示されているサムネイル画像の一つを選択する。例えば図３の画像６１を選択
する。そして決定キー５４を押すと、図３（ｂ）に示すプレビュー画像６２を表示器５０
に表示する。また、カーソルキー５２を押すと、図３（ｃ）に示すように、輪郭強調した
プレビュー画像６３を表示器５０に表示する。
【００４０】
　サムネイル画像を表示している時、画像６４を選択し、決定キー５４を押すと、図３（
ｄ）に示すプレビュー画像６５を表示器５０に表示する。また、カーソルキー５２を押す
と、図３（ｅ）に示すように、輪郭強調したプレビュー画像６６を表示器５０に表示する
。
【００４１】
　このようにサムネイル画像を見ながら、画像選択し、ユーザが印刷したい時は、プレビ
ュー画像で画像を確認した上で、決定キー５４を押し、プレビューしている画像の画像番
号・属性をプリンタ１に送信し印刷する。
【００４２】
　図４は、図１のブロック図で説明した携帯電話２とプリンタ１とで構成されたシステム
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で、プレビュー画像を見ながら印刷する場合の処理流れを示すフローチャートである。
【００４３】
　図において、左側のステップＳ１０１～Ｓ１１５の処理が携帯電話２で行われる処理を
示し、右側のステップＳ１２１～Ｓ１４３の処理がプリンタで行われる処理を示す。
【００４４】
　ステップＳ１０１で、図２に示したシャッター５５を押すことにより、カメラ部２４で
写真撮影し、光電変換された撮像データを、画像処理部２５で処理し、ステップＳ１０２
で画像記憶部３６に画像処理した画像データを記憶する。
【００４５】
　ステップＳ１０３は送信キー５６を押したかどうかの判別であり、ユーザが送信キー５
６を押した場合はステップＳ１０４に進む。ユーザが押さなかった場合は、ステップＳ１
０１～Ｓ１０３を繰り返し、複数枚の写真撮影を実施する。
【００４６】
　ステップＳ１０４で、通信管理部１５の処理により、画像データを無線通信規格の一つ
である、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ規格でプリンタ１へ送信する。
【００４７】
　図５は撮影画像送信時の通信フォーマットの例を示したものである。図５において、４
５は機器情報として、携帯電話２の能力をプリンタ１に伝達する為の情報であり、ＬＣＤ
の性能、画素数、転送速度、記憶容量を送信する。４６は撮影画像の画像データ部である
。
【００４８】
　プリンタ１は、ステップＳ１３１で撮影した画像データを受信し、画像データ受信に呼
応して、ステップＳ１３２で通信管理部１５の制御により、画像選択処理プログラム１３
を、携帯電話２に送信する。
【００４９】
　携帯電話２では、ステップＳ１０５で、画像選択処理プログラムを受信し、ＣＰＵ２９
が実行するプログラムとして、画像選択処理プログラムの記憶エリア３１－１に記憶（格
納）する。これにより、ステップＳ１０７～Ｓ１１５に記載されている画像選択処理を携
帯電話２が実行する。なお、記憶エリア３１－１は、本発明でいう第１の記憶手段に対応
する。また、ＣＰＵ２９は例えば不図示の内蔵ＲＡＭに画像選択処理プログラムをロード
することで、該プログラムを実行可能な状態とする。そして本状態におけるＣＰＵ２９は
、本発明でいう第１の制御手段に対応する。
【００５０】
　なお、本実施形態では、画像選択プログラム用の記憶エリア３１－１を独立で確保して
いるが、他の態様であっても構わない。例えば、ＣＰＵ内部にある記憶エリアを節約する
為に、通常は他のプログラムやデータを記憶するようにしておき、画像選択するときのみ
、プリンタ１から画像選択プログラムを入手し記憶するようにしても良い。
【００５１】
　また、本実施形態では、携帯電話２から撮影画像が送信されてきたことに呼応して、プ
リンタ１から画像選択プログラムを送信しているが、他の態様であっても構わない。例え
ば、プリンタ１と、携帯電話２の交信が成立した際に、携帯電話２に記憶されているプロ
グラムのバージョンをチェックして、画像選択プログラムを送信するようにしても良い。
【００５２】
　図４に戻り、プリンタ１の処理のステップＳ１３３において、図３（ｂ）、図３（ｄ）
に示すような印刷画像１を生成し、画像記憶部１２に記憶する。
【００５３】
　ステップＳ１３４で、印刷画像１に基づいたプレビュー画像１を生成し、携帯電話２に
送信する。
【００５４】
　ステップＳ１３５で、輪郭強調処理部１８の制御により、輪郭強調し、ステップＳ１３
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６で、図３（ｃ）、図３（ｅ）に示すような印刷画像２を生成し画像記憶部１２に記憶す
る。
【００５５】
　ステップＳ１３７で、印刷画像２に基づいたプレビュー画像２を生成し、携帯電話２に
送信する。
【００５６】
　ステップＳ１３８で、印刷画像１を元に、サムネイル画像を生成し、携帯電話２に送信
する。上述ステップＳ１３２～Ｓ１３８が、ステップＳ１３１での撮影画像データの受信
に呼応して、処理されることが、本実施形態の特徴の一つである。
【００５７】
　次に携帯電話２は、ステップＳ１０６で、送信されてきた、サムネイル画像、プレビュ
ー画像１、プレビュー画像２を受信し、画像記憶部３６に記憶した後、ステップＳ１０７
でサムネイル画像を図３（ａ）のように表示する。
【００５８】
　プレビュー画像やサムネイル画像の生成は、ステップＳ１３１で受信した、機器情報４
５（図５）に基づき生成される。ステップＳ１０８で表示されているサムネイル画像の中
から、印刷したい画像をカーソルキー５２、決定キー５４を用いて選択する。
【００５９】
　ステップＳ１０９で、プレビュー画像１、２を選択表示し、ステップＳ１１０でズーム
処理する。例えば、図４の画像をズーム処理する（換言すれば、ズーム画像データを生成
する）場合は、カーソルキー５２を使ってズームの中心を選択した後、顔の部分を拡大す
る。
【００６０】
　ステップＳ１１１でカーソルキー５２と決定キー５４により、印刷指示されたかどうか
の判別を行い、印刷指示された場合はステップＳ１１２へ進み、画像番号、属性と共に、
印字指令を、プリンタ１に送信する。ここでの属性（本発明でいうズーム比率を含む属性
情報に対応する）は、輪郭強調した画像の選択情報や、ズーム処理をした際の中心位置や
拡大率等である。
【００６１】
　印刷指令を受け取ったプリンタ１は、ステップＳ１３９で印刷指令を受信し、ステップ
Ｓ１４０で、画像記憶部１２から画像番号と合致した印刷画像を呼び出す処理、及び、属
性に基づいた画像処理を印刷画像処理部１６にて実行する。
【００６２】
　生成された印刷画像は、ステップＳ１４１で、印刷制御部１１の制御により、プリント
エンジン１０を駆動して印刷される。
【００６３】
　携帯電話２の処理である、ステップＳ１０７～Ｓ１１３を終了操作するまで繰り返して
、サムネイル画像やプレビュー画像を見ながら、印刷したい画像を次々と選択し、プリン
タ１に印字指令を送信することで、簡単に、複数画像の印刷処理を行う事が可能となる。
【００６４】
　ステップＳ１１３で終了操作されると、ステップＳ１１４に進み、画像選択処理プログ
ラム３１を、学習処理する。例えば、ユーザの嗜好が、輪郭強調した画像の印刷指令が多
い場合は、ステップＳ１０９でのプレビュー画像の選択表示の際に、輪郭強調したプレビ
ュー画像を先に表示するよう変更する。
【００６５】
　また、ズーム処理をする際のステップが、大まかなステップを好む場合は、大まかなス
テップでのズーム処理をデフォールトにすること等の処理の変更を学習に応じて行う。
【００６６】
　ステップＳ１１５で、学習処理により変更された画像選択処理プログラムを、プリンタ
１に送信し、プリンタ１は、ステップＳ１４２の判別で検出した後、ステップＳ１４３で
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、画像選択処理プログラム１３を、更新する。
【００６７】
　以上第１の実施形態について説明した。本実施形態において、プリンタ１でプレビュー
画像を作成し、携帯電話２でプレビュー画像を見ながら印刷指令する環境を実現している
。なお、本実施形態においては、携帯電話を用いた例を示したが、デジカメや携帯情報端
末（ＰＤＡ）でもよい。
【００６８】
　また、携帯電話とプリンタの通信をＢｌｕｅＴｏｏｔｈ規格による無線通信で行ってい
るが、他の方法として、無線ＬＡＮ、ＵＷＢ規格の無線通信や、ＵＳＢ規格の有線通信な
どを用いてもよい。
【００６９】
(第２の実施の形態)
　以下図６、図７を用いて、第２の実施の形態を説明する。図７は本実施形態における携
帯電話１５０とプリンタ１５１を示すイメージ図である。１５２は、ＣＦカード（登録商
標）、ＳＤカード(登録商標)等の大容量半導体メモリを内蔵した書換え可能なメモリカー
ドである。なお、メモリカード１５２は、本発明でいう着脱可能な記憶媒体に対応する。
【００７０】
　本実施形態では、携帯電話１５０で撮影した画像データを、メモリカード１５２に記憶
し、携帯電話１５０からメモリカード１５２を引き抜いて、プリンタ１５１に装着するこ
とにより、画像データの受け渡しを行っている。
【００７１】
　またプリンタ１５１は、メモリカード１５２に記憶されている画像データを読み取り、
プレビュー画像を生成した後、携帯電話にＢｌｕｅＴｏｏｔｈ１５３に基づいた通信規格
にて送信する。そして、携帯電話１５０の表示によりプレビュー画像を表示し、印刷イメ
ージを確認している。
【００７２】
　図６は本実施形態におけるプリンタ１５１のブロック図を示す。図において、プリンタ
１５１は、メモリカード１５２を装着するカードコネクタ１５５を具備し、メモリカード
１５２を装着可能としている。なお、第１の実施の形態と同様の構成要素については同符
号で示し、説明を省略する。
【００７３】
　そして、プリンタ１５１は、メモリカード１５２が装着されたことを検出して、メモリ
カード１５２に記憶されている画像データをもとに、プレビュー画像生成部１７によりプ
レビュー画像を生成する。またメールアドレス抽出処理部１５６は、画像データと共にメ
モリカード１５２に記憶されているメールアドレスを抽出する処理部である。メールアド
レス抽出処理部１５６は、抽出したメールアドレスを用いて（換言すれば、メールアドレ
スから携帯電話１５０を特定して）、プレビュー画像を携帯電話１５０にＢｌｕｅＴｏｏ
ｔｈ規格に基づき送信している。
【００７４】
　なお、メモリカード１５２にメールアドレスの情報（アドレス情報）を記憶させる処理
は、携帯電話１５０において実行されており、この処理は、本発明でいう記憶制御手段に
よる処理に対応する。なお、記憶制御手段は、ＣＰＵがＲＯＭに記憶されたプログラムを
ＲＡＭに展開する構成により実現することができる。
【００７５】
　以上第２の実施形態について説明した。本実施形態において、メモリカード１５２から
、抽出したメールアドレスを用いて、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ規格に基づいてプレビュー画像
を送信している。この態様の他に、プリンタ１５１をインターネットに接続可能とし、携
帯電話にプレビュー画像を送信するようにしても良い。また、第１の実施形態と組み合わ
せて、サムネイルの生成部、輪郭強調処理部等をプリンタ１５１に具備してもよい。
【００７６】
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　また、第１の実施形態と同様画像選択処理プログラム１３をプリンタに記憶しておき、
メモリカード１５２が装着されたことを検出して、画像選択処理プログラムを携帯電話に
送信するようにしても良い。
【００７７】
(第３の実施の形態)
　以下図８を用いて、第３の実施の形態を説明する。図８は本実施形態におけるプリンタ
１５７のブロック図を示す。本図において、プリンタ１５７は、印刷した履歴画像を記憶
する履歴画像記憶部１５８（本発明でいう履歴情報記憶部に対応）を具備している。本実
施形態では、プリンタ１５７により印刷した際に、画像データと共にプレビューデータを
履歴画像記憶部１５８に記憶するようにしている。そして、のちほど携帯電話からの要求
で、履歴画像記憶部１５８に記憶されている画像データを再印刷する際、記憶したプレビ
ュー画像を携帯電話に送信して、携帯電話により、選択する。
【００７８】
　印刷する画像データを選択した後、携帯電話は、第１の実施の形態と同様、選択された
画像番号を属性情報と共にプリンタに送信して、印刷するように制御している。本実施形
態は、履歴画像記憶部１５８に記憶されている、履歴画像を再印刷する場合に有用である
。なお、第１の実施の形態と同様の構成要素については同符号で示し、説明を省略する。
【００７９】
(第４の実施の形態)
　以下図９を用いて、第４の実施の形態を説明する。図９は本実施形態における、画像印
刷システム（情報処理システム）の処理流れを示すフローチャートである。本実施形態で
は、電子メールに添付されている画像を印刷する場合の実施形態である。なお、本実施形
態に係るシステム構成は、第１の実施の形態と同様のため説明は省略する。
【００８０】
　ステップＳ１６０で、携帯電話がメールを受信すると、ステップＳ１６１で画像データ
が添付されているかの判別を行う。判別の結果画像データが添付されてない場合は、ステ
ップＳ１６８に進み、他の処理を実行する。判別の結果（検出結果）、画像データが添付
されている場合は、ステップＳ１６２で画像データをプリンタに送信するかどうかのメッ
セージを出し、決定キー５４を押すことにより、画像送信指示を行う。画像送信指示を行
わない場合は、ステップＳ１６８に進み、他の処理を実行する。なお、ステップＳ１６０
の処理は、本発明でいう電子メール受信手段の処理に対応し、ステップＳ１６１の処理は
、本発明でいう検出手段の処理に対応する。またステップＳ１６２の処理は、本発明でい
う入力手段により実行される処理に対応しており、入力手段は決定キー５４等に対応する
。なお、これら各機能手段は、ＣＰＵ、ＲＡＭ及びＲＯＭ等で構成することができる。
【００８１】
　画像送信指示された場合、ステップＳ１６３で受信したメールに添付されている画像デ
ータをプリンタに送信する。プリンタはステップＳ１８０で送られてきた画像データを受
信する。
【００８２】
　次にステップＳ１８１で受信した画像データをもとに印刷画像を生成し記憶する。ステ
ップＳ１８２でプレビュー画像を生成し、携帯電話に送信する。携帯電話は、ステップＳ
１６４で、送られてきたプレビュー画像を受信し、表示器に表示する。
【００８３】
　ユーザ判断で、表示されているプレビュー画像を見ることで、印刷したい場合は決定キ
ー５４を押下することにより、ステップＳ１６５の判別で、ステップＳ１６６へ進み画像
番号と印刷指令をプリンタに送信する。プリンタはステップＳ１８３で印刷指令を受信し
、ステップＳ１８４で印刷処理を行う。
【００８４】
　以上第４の実施形態について説明した。なお本実施形態においては、電子メールに一つ
の画像データが添付されている場合の処理を示しているが、複数枚の画像データが添付さ
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れている場合でも対応可能である。この場合、それらのプレビュー画像を順番に携帯電話
に表示して、印刷するかどうか判断するようにする。また第１の実施形態と同様サムネイ
ル画像の表示を行うようにしても良い。
【００８５】
　また本実施形態においては、電子メールに画像データが添付されている際に、印刷指示
することにより、添付画像データをプリンタに送信するようにしているが、この他の態様
であっても構わない。例えば電子メールに画像データが添付されていると、自動的にプリ
ンタに送信するようにしても良い。換言すれば、データが添付されているか否かの検出結
果により、関連する処理（プレビュー画像データの生成及び送信）を自動的に実行するよ
うにしても良い。
【００８６】
　また本実施形態では、電子メールに画像データが添付されている場合を説明したが、文
章データや作表データが添付されている場合も同様な処理を実施するようにしても良い。
また第１～３の実施形態と組み合わせて、輪郭強調処理部、カードコネクタ、履歴画像記
憶部等をプリンタに具備してもよい。
【００８７】
(第５の実施の形態)
　以下図１０～図１２を用いて、第５の実施の形態を説明する。本実施形態において、第
１の実施形態との共通部分については、同符号を使用し、説明を省略する。
【００８８】
　図１０は本実施形態における、アルバム印刷の印刷出力の際に、携帯電話２の表示器５
０に表示される、プレビュー画像表示を示すイメージ図である。図１０（ａ）は、携帯電
話２で撮影した撮影画像が３枚あり、それをプリンタ３５０に送信した後、最初に受信し
たプレビュー画像を示す。
【００８９】
　撮影画像３７１は横向きの画像であり、図１０（ｂ）の３７４のように縦向きに修正が
必要である。また、画像３７２をユーザが拡大したい場合、図１０（ｃ）の３７５のよう
に拡大する。このようなレイアウト処理が本実施形態では、可能である。また、本実施形
態では、アルバム印刷の場合の文章入力が、余白部３７６、３７７、３７８に入力可能で
ある。文章入力は、携帯電話２のキーボード５１を使用して行う。
【００９０】
　図１２は本実施形態のプリンタ３５０のブロック図を示している。図において、３５２
は拡大処理部である。図１０（ａ）に示した画像３７２を図１０（ｃ）の画像３７５のよ
うに拡大したい場合、この拡大処理部にて実行する。
【００９１】
　３５１はレイアウト変換処理部である。図１０（ａ）に示した画像３７１を図１０（ｂ
）の画像３７４のように画像の向きを変換したい場合、このレイアウト変換処理部にて実
行する。
【００９２】
　また、拡大処理部３５２にて画像３７２を３７５に拡大処理したあと、画像３７３を別
ページに移動し、文章入力の為の余白部を再設定する処理もこのレイアウト変換処理部３
５１にて実行する。３５３は文章合成処理部であり、携帯電話２から送られてきた文字コ
ードを元に、文字フォントを選択し、余白エリア３７６、３７７、３７８のいずれかに合
成処理する。
【００９３】
　図１１は携帯電話２及びプリンタ３５０における処理を説明するためのフローチャート
である。
【００９４】
　図において、ステップＳ３０１で写真撮影をし、ステップＳ３０２で携帯電話２のメモ
リ３３の画像記憶部３６に記憶する。
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【００９５】
　ステップＳ３０３は送信キー５６を押したかどうかの判別であり、ユーザが送信キー５
６を押した場合はステップＳ３０４に進む。押さなかった場合は、ステップＳ３０１～Ｓ
３０３を繰り返し、複数の写真撮影を実施する。
【００９６】
　ステップＳ３０４で、通信管理部１５の処理により、画像データを無線通信規格の一つ
である、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ規格でプリンタ３５０へ送信する。プリンタ３５０は、ステ
ップＳ３２１で撮影した画像データを受信し、ステップＳ３２２において、図１０（ａ）
に示すような印刷画像を生成し、画像記憶部１２に記憶する。
【００９７】
　ステップＳ３２３で、印刷画像に基づいたプレビュー画像を生成し、携帯電話２に送信
する。携帯電話２は、ステップＳ３０５で、送信されてきたプレビュー画像を受信し、表
示器５０に表示する。ステップＳ３０６で編集処理の判別を行う。
【００９８】
　図１０（ａ）の画像３７１を図１０（ｂ）の画像３７４のように縦横変換したい場合は
、ステップＳ３０７で、画像３７１をカーソルキー５２で選択する。そして、プルダウン
表示の中から、縦横変換を選択した後、決定キー５４を押すことで、プリンタ３５０に縦
横変換指令を送信する。
【００９９】
　図１０（ａ）の画像３７２を図１０（ｃ）の画像３７５のように拡大したい場合は、ス
テップＳ３０８で、画像３７２をカーソルキー５２で選択し、プルダウン表示の中から、
拡大を選択した後、決定キー５４を押すことで、プリンタ３５０に拡大指令を送信する。
【０１００】
　携帯電話２で文章入力したい場合は、ステップＳ３０９で、図１０（ｃ）の余白部、３
７６、３７７、３７８のいずれかを選択する。そして、プルダウン表示の中から、文章入
力を選択した後、文章を入力し、決定キー５４を押すことで、プリンタ３５０に文章入力
指令を送信する。
【０１０１】
　ステップＳ３０７～Ｓ３０９での編集指令が携帯電話２からプリンタ３５０に送信され
ると、ステップＳ３２４で編集指令を受信し、ステップＳ３２５で各々の指令に基づく編
集処理を行い、アルバム印刷画像を生成し、画像記憶部１２に記憶する。
【０１０２】
　ステップＳ３２６で、生成したアルバム印刷画像を元に、プレビュー画像を生成し、携
帯電話２に送信する。なお、ステップＳ３２６の処理は、本発明でいう、データに基づく
表現エリアに加えて、文章入力エリアを割り付けたプレビュー画像を生成するプレビュー
画像作成手段の処理に対応する。
【０１０３】
　上述ステップＳ３０５～Ｓ３０９及びステップＳ３２４～Ｓ３２６を繰り返し、プリン
タ３５０のプレビュー画像生成部１７が生成するプレビュー画像を元に、編集処理を行う
ことで、ユーザの希望するアルバム印刷画像を得ることが可能となる。
【０１０４】
　プレビュー画像を元に編集した後、携帯電話２で印刷指示がされると、ステップＳ３１
０の判別でステップＳ３１１に進み、画像番号や属性と共に印刷指令が送信される。
【０１０５】
　プリンタ３５０では、ステップＳ３２７で、印刷指令受信し、ステップＳ３２８で、画
像番号と合致した印刷画像を画像記憶部１２から呼び出し、ステップＳ３２９で印刷処理
を行う。
【０１０６】
　ステップＳ３３０で、次の画像があるかどうかの判別を行い、ある場合はステップＳ３
２２～Ｓ３３０の処理を繰り返す。ない場合はステップＳ３３１に進み終了指令を送信し



(15) JP 2008-299739 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

て、終了する。
【０１０７】
　携帯電話２の処理で、ステップＳ３１２で終了指令を受信したかどうかの判別を行い、
終了指令を受信しなかった場合はステップＳ３０５～Ｓ３１２の処理を繰り返す。ない場
合は終了する。
【０１０８】
　以上第５の実施の形態について説明した。本実施形態は、Ａ４サイズの印字紙等に、ア
ルバム印刷を行う場合の実施形態であり、複数枚の写真と共に文章を一枚の印字紙上に印
刷するようにしている。詳細には、携帯電話２からレイアウト変更指令を出すことにより
、プリンタ３５０のレイアウト変換処理部３５１が、指令に応じた縦横変換、拡大等のレ
イアウト変更を行う。更に、文章合成処理部３５３により、携帯電話で入力した文章を、
印刷レイアウト上に合成している。これによりユーザが希望するアルバム印刷が可能なプ
リンタを提供している。
【０１０９】
　なお、本実施形態において、第１の実施形態と組み合わせ、輪郭強調処理を付加しても
良い。また第２の実施形態と組み合わせ、カードコネクタをプリンタ３５０に具備するよ
うにしても良い。また第３の実施形態と組み合わせ、プリンタに大容量の履歴画像記憶部
を具備しても良い。また第４の実施形態と組み合わせて、メールに添付されている画像を
アルバム印刷するようにしても良い。また、ステップＳ３０９で文章入力する際に、フォ
ントの種類や、サイズ、文字の色等を指定できるようにしても良い。
【０１１０】
(第６の実施の形態)
　以下図１３～１５を用いて、第６の実施の形態を説明する。本実施形態において、第１
の実施の形態との共通部分については、同一符号を使用し、説明を省略する。
【０１１１】
　図１３は本実施形態における、絵葉書印刷の印刷出力の際に、携帯電話２の表示器５０
に表示される、プレビュー画像表示を示すイメージ図である。図１３（ａ）は、携帯電話
２で撮影した撮影画像をプリンタ４５０に送信した後、最初に受信したプレビュー画像の
イメージを示す。文章入力部４７４は横書きの指定であり、図１３（ｂ）の４７５のよう
に縦書きに修正が可能である。また、画像４７１を変更したい場合、図１３（ｃ）の画像
４７３のように変更する。このようなレイアウト処理が本実施形態では可能である。
【０１１２】
　図１５は本実施形態のプリンタ４５０のブロック図を示している。図において、４５１
はレイアウト変換処理部である。図１５（ａ）、図１５（ｂ）に示したように、文章入力
部４７４の向きを変換したい場合、このレイアウト変換処理部４５１にて実行する。また
、画像記憶部１２に記憶されている画像を元に、図１５（ｃ）に示すように添付する画像
を変更し、対応した余白エリアを、文章入力部として設定する処理もこのレイアウト変換
処理部４５１にて実行する。
【０１１３】
　４５２は定型文記憶部（本発明でいう、定型分を記憶した記憶手段に対応する）であり
、文章入力部に記載する定型分を記憶している。４５３は住所録記憶部（本発明でいう、
住所録を記憶した記憶手段に対応する）であり、以前に入力した住所録を記憶している。
【０１１４】
　図１４は、本実施形態における携帯電話２及びプリンタ４５０の処理を説明するための
フローチャートである。
【０１１５】
　図１４において、ステップＳ４０１で写真撮影をし、ステップＳ４０２で携帯電話２の
メモリ３３の画像記憶部３６に記憶する。
【０１１６】
　ステップＳ４０３は送信キー５６を押したかどうかの判別であり、ユーザが押した場合
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はステップＳ４０４に進む。押さなかった場合は、ステップＳ４０１～Ｓ４０３を繰り返
し、複数の写真撮影を実施する。
【０１１７】
　ステップＳ４０４で、通信管理部１５の処理により、画像データを無線通信規格の一つ
である、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ規格でプリンタ４５０へ送信する。
【０１１８】
　プリンタ４５０は、ステップＳ４２１で撮影した画像データを受信し、ステップＳ４２
２において、図１３（ａ）に示すような印刷画像を生成し、画像記憶部１２に記憶する。
【０１１９】
　ステップＳ４２３で、印刷画像に基づいたプレビュー画像を生成し、携帯電話２に送信
する。
【０１２０】
　ステップＳ４２４で、定型文記憶部４５２に記憶している、絵葉書印刷用に用いられる
定型分を、携帯電話２に送信する。例えば図１３（ａ）の文章入力エリア４７４に定型分
を入力する際に、ユーザは携帯電話２を用いて、定型分の選択が可能となる。
【０１２１】
　ステップＳ４２５で、住所録記憶部４５３に記憶している、住所録を携帯電話２に送信
する。例えば図１３（ａ）の住所入力エリア４７７に住所を入力する際に、ユーザは携帯
電話２を用いて住所の選択が可能となる。
【０１２２】
　携帯電話２は、ステップＳ４０５で、送信されてきたプレビュー画像及び、プリンタ４
５０から送られてきた情報である、定型文や住所録を受信し、表示器５０に表示する。ス
テップＳ４０６で編集処理の判別を行う。
【０１２３】
　ステップＳ４０７で、図１３（ａ）の４７４で示したような文章入力エリアに文章を入
力する場合は、キーボード５１を用いて文書入力し、入力した文章をプリンタ４５０に送
信する。
【０１２４】
　ステップＳ４０８で、図１３（ｂ）のように文章入力を縦書きに変換する場合は、縦文
章・選択指令をプリンタ４５０に送信する。
【０１２５】
　ステップＳ４０９で、定型文を選択する場合は、ステップＳ４０５で受信した定型文を
選択し、選択したコードをプリンタ４５０に送信する。
【０１２６】
　図１０（ａ）に示したような住所入力エリアに住所を入力する場合は、ステップＳ４１
０で、受信した住所録から、特定住所を選択して、選択したコードをプリンタ４５０に送
信する。
【０１２７】
　ステップＳ４０７～Ｓ４１０での編集指令が携帯電話２からプリンタ３５０に送信され
ると、ステップＳ４２６で編集指令を受信し、ステップＳ４２７で各々の指令に基づく編
集処理を行い、絵葉書印刷画像を生成し、画像記憶部１２に記憶する。
【０１２８】
　ステップＳ４２８で、生成した絵葉書印刷画像を元に、プレビュー画像を生成し、携帯
電話２に送信する。
【０１２９】
　上述ステップＳ４０５～Ｓ４１０及びステップＳ４２６～Ｓ４２８を繰り返して、プリ
ンタ４５０のプレビュー画像生成部１７が生成する、プレビュー画像を元に、編集処理を
行うことで、ユーザの希望する絵葉書印刷画像を得ることが可能となる。
【０１３０】
　プレビュー画像を元に編集した後、携帯電話２で印刷指示がされると、ステップＳ４１
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１の判別でステップＳ４１２に進み、画像番号や属性と共に印刷指令が送信される。
【０１３１】
　プリンタ４５０では、ステップＳ４２９で、印刷指令受信し、ステップＳ４３０で、画
像番号と合致した、印刷画像を画像記憶部１２から呼び出し、ステップＳ４３１で印刷処
理を行う。
【０１３２】
　携帯電話２は印刷指令を送信した後ステップＳ４１３で、同一画像選択の判別を行い、
同一画像を選択して、絵葉書印刷する場合はステップＳ４１４で同一画像選択指令を送信
し、プレビュー画像を元に編集する処理であるステップＳ４０５～Ｓ４１０を繰り返す。
同一画像を選択しない場合はステップＳ４１５に進み、終了指令の判別へと進む。終了指
令を受信しなかった場合はステップＳ４０５～Ｓ４１５の処理を繰り返す。ない場合は終
了する。
【０１３３】
　プリンタ４５０は、ステップＳ４３２で同一画像選択指令を受信したかどうかの判別を
行い、受信した場合は、ステップＳ４２６～Ｓ４２８を繰り返して、プレビュー画像を元
にした編集処理を行う。受信しなかった場合は、ステップＳ４３３で次の画像があるかど
うかの判別を行い、ある場合は、次の画像の為、ステップＳ４２２～Ｓ４３３の処理を行
う。ない場合はステップＳ４３４で終了指令を携帯電話２に送信して終了する。
【０１３４】
　以上第６の実施形態について説明した。本実施形態は、携帯電話から撮影画像データが
送信されてきたことに呼応し、プリンタが絵葉書用プレビュー画像を作成すると共に、定
型文や住所録を携帯電話に送信することを特徴としている。
【０１３５】
　なお本実施形態は、絵葉書印刷において、片面のみのプリントとしているが、両面印刷
機能を付加し、絵葉書差出先である宛名をステップＳ４０５で受信した住所録を用いて携
帯電話で指定し、プリンタで宛名面も印刷するようにしても良い。
【０１３６】
　また、本実施形態において、第１の実施の形態と組み合わせ、輪郭強調処理を付加して
も良い。また第２の実施の形態と組み合わせ、カードコネクタをプリンタ４５０に具備す
るようにしても良い。また第３の実施の形態と組み合わせ、プリンタに大容量の履歴画像
記憶部を具備しても良い。また第４の実施の形態と組み合わせて、メールに添付されてい
る画像をアルバム印刷するようにしても良い。また第５の実施の形態と組み合わせて、ア
ルバム印刷も可能としても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る情報処理システムのブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話の外観図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係るプレビュー画像を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る携帯電話及びプリンタでの処理を説明するため
のフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る画像データ送信時のフォーマットを示すイメー
ジ図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係るプリンタのブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る情報処理システムのイメージ図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係るプリンタのブロック図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態に係る携帯電話及びプリンタでの処理を説明するため
のフローチャートである。
【図１０】本発明の第５の実施の形態に係るプレビュー画像内容を示すイメージ図である
。
【図１１】本発明の第５の実施の形態に係る携帯電話及びプリンタでの処理を説明するた
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【図１２】本発明の第５の実施の形態に係るプリンタのブロック図である。
【図１３】本発明の第６の実施の形態に係るプレビュー画像内容を示すイメージ図である
。
【図１４】本発明の第６の実施の形態に係る携帯電話及びプリンタでの処理を説明するた
めのフローチャートである。
【図１５】本発明の第６の実施の形態に係るプリンタのブロック図である。
【図１６】携帯電話の使われ方を説明するためのイメージ図である。
【符号の説明】
【０１３８】
１、１５１、１５７、３５０、４５０　プリンタ
２、９１，１５０　携帯電話
１０　プリンタエンジン
１１　印刷制御部
１２　画像記憶部
１３、３１　画像選択処理プログラム
１４、２０　通信部
１５、２１　通信管理部
１６　印刷画像処理部
１７　プレビュー画像生成部
１８　輪郭強調処理部
１９　サムネイル画像生成部
２２　表示部
２３　入力部
２４　カメラ部
２５　画像処理部
２９　ＣＰＵ
３０　表示画像生成プログラム
３１　画像選択処理プログラム
３１－１　記憶エリア
３２　学習プログラム
３３　メモリ
３４　アドレス帳記憶部
３５　メール記憶部
３６　画像記憶部
３７　メール用予測辞書記憶部
３８　仮名漢字変換辞書
１５５　カードコネクタ
１５６　メールアドレス抽出処理部
１５８　履歴画像記憶部
３５１、４５１　レイアウト変換処理部
３５２　拡大処理部
３５３　文章合成処理部
４５２　定型分記憶部
４５３　住所録記憶部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(23) JP 2008-299739 A 2008.12.11

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5C062 AA05  AA37  AB17  AB20  AB22  AB23  AB38  AB41  AB42  AB43 
　　　　 　　        AC04  AC05  AC22  AC24  AC34  AC58  AE02  AE15  AF11  AF14 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

